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熊本地震は警告 --原子力規制委員会は原発
の基準地震動を見直せ！
島崎氏の問題提起と 新レシピ 適用

で、大飯・伊方原発の地震動評価は

クリフエッジを超え再稼働できない！

「熊本地震は警告する」チラシ（カラー）を作成

しました。ホームページにも掲載していますの

で、ぜひご活用下さい。

若狭ネット結成25周年特別企画

第1部：島崎氏の問題提起につながった

若狭ネットの取り組み

第2部：福井と関西から25年の運動を

振り返り、脱原発を展望する

日時：9月4日(日)午後1時半～4時半

場所：アネックスパル法円坂

主催：若狭ネット

「新レシピ」とは6月10日に改訂された
「断層モデルによる地震動評価法」のこと

「新レシピ」の12ページ注釈には「円形破壊面を仮定せずアス
ペリティ面積比を22％、静的応力降下量を3.1MPaとする取扱い
は、暫定的に、断層幅と平均すべり量とが飽和する目安となる
M0＝1.8×1020(N･m)を上回る断層の地震を対象とする」とあり
ます。これは断層幅15kmで120km以上の断層に相当します。

関西電力は、大飯原発近くの断層幅15km、長さ
63.4km の 「 FO-A ～ FO-B ～ 熊 川 断 層 」 に
「3.1MPa」を使っていました。これは「新レシピ」
違反になり、今後は使えません!
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地震動見直しで、大飯原発は動かせない！

前原子力規制委員長代理の島崎邦彦さんは退職

後、国内の学会で「活断層の地震規模が小さく計算

されているため地震動が過小評価されている可能性

がある」と4回続けて発表しています。これを受けて６

月１６日、原子力規制委員長等と島崎さんとの話し合

いがもたれました。島崎さんは、「実際熊本地震が起

きて、現地に行った結果、やはり入倉・三宅式を適用

すると震源の大きさが小さくなる。間違いないことで

あることを確認しました。これはかなり深刻な問題で

ある、十分考慮すべき問題ではないか。是非前向き

に検討していただきたい。」と注文をつけました。そし

て６月２０日、原子力規制委員会は、大飯原発につ

いて、入倉式ではなく他の式を使って地震動評価を

やり直すよう、原子力規制庁に指示しました。

この動きと並んで６月１０日、地震調査研究推進本

部は「震源断層を特定した地震の強震動予測手法

（レシピ）」を改訂しています。関西電力は入倉式で

地震規模を小さく見積もるだけでなく、大飯原発で

63.4km長の断層を「長大な断層」と勝手に見なし、地

震動を左右する「応力降下量」（断層面の固着の強さ

を表す）を小さく設定しています。今回改訂された新

レシピでは「おおむね80kmを超える長大な断層」で

なければこのようにしてはダメと明記したのです。

地震調査研究推進本部が活断層の長期評価で

用いている方法（断層長さから松田式で地震規模を求

め断層長さと幅を少し広げる、2008年改訂の「修正レシ

ピ」）による私たちの評価では、大飯原発では63.4km

長の「FO-A～FO-B～熊川断層」の断層モデルに

よる地震動評価が1.5倍強になり、1,260ガルのクリフ

エッジ（炉心溶融事故に至るギリギリの地震動）を超

える可能性が高く、再稼働できなくなります。

伊方原発でも、敷地前面海域の54km長の断層の

地震動評価が1.6倍強、69km長の断層では2.0倍以

上になり、855ガルのクリフエッジを超える可能性が

高く、再稼働できません。

高浜原発では、地震動評価が1.5倍強になり、基

準地震動Ss-1を一部の周期帯で超えるため、基準

地震動の見直しが避けられません。

島根原発では、旧原子力安全委員会による断層

幅だけを拡張する修正レシピを用いると、25km長の

宍道断層の地震動評価は1.5倍強になり、1,014ガ

ルのクリフエッジを超える可能性が高く、再稼働でき

ません。

川内原発では、島根原発と同様に修正レシピを

断層幅の拡大に限定して適用すれば、約25km長の

市来断層帯市来区間の地震動評価は約1.6倍にな

り、基準地震動Ss-1を一部の周期帯で超えるため、

基準地震動の見直しは避けられません。

どの原発においても、断層モデルによる地震動評

価見直しで、耐専スペクトルとの大きな差が消え失

せます。これが今回の見直しの核心です。耐専スペ

クトルと断層モデルの差がなくなった今、(1)これらの

手法による地震動の平均像には最近の地震観測記

録が反映されていないこと、(2)平均像の2倍以上に

なるバラツキ（偶然的不確実さ）を考慮する必要があ

ること、(3)活断層として地表に現われないM6.5の伏

在断層による1,340ガルの地震動が起こりうること、の

3つが残された課題として浮上してくるのです。

とくに(3)については、2016年熊本地震が裏付け

ており、自然による人間への警告となっています。

Ｍ６．５の直下地震が川内原発を襲えば、重大事故

は避けられない！ 川内原発を即刻止めよ！

4月14日、M6.5の地震による震度7の激震で熊本

地震が始まりました。２ヶ月後の6月12日にも震度5弱

の余震が続き、累計1,723回に達しています。

国土交通省によれば、4月17日までの3日間で熊

本、宮崎、大分、佐賀の４県で土砂災害が57カ所、

熊本県南阿蘇村では大規模な地滑りなどが20カ所

にのぼり、九州新幹線は脱線・高架のひび割れで不

通になり、熊本空港はターミナルビルが被災し、ＪＲ

九州は一部を除き18日も熊本県内での在来線の運

転を見合わせ、熊本県内と各地を結ぶ高速バスも高

速道路不通のため運転を見合わせている、等々。こ

こに原発重大事故が重なっておれば、どれだけ悲惨

な結果になったことか。しかし、原子力規制委員会は

熊本地震から何も学ぼうとせず、川内原発の運転中
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島崎氏の問題提起に揺れ動く原子力規制委・規制庁に追撃を！

前原子力規制委員長代理の島崎邦彦氏による ではそれ以外の式でも計算されているから、そち

問題提起は、原子力規制委員会・原子力規制庁を らを使ったらいかがか。」と逆に提案したのです。

揺るがし、今も尾を引いています。島崎氏は「入倉 ところが、田中委員長は「島崎さんの主張は入倉

式で地震規模が過小評価されている」と問題提起 ・三宅式はやめなさいというのが結論だと思うが、

したのですが、原子力規制庁が入倉式を武村式に すぐには残念ながらやめるというほどの手だてを

置換えて大飯原発の地震動を計算したところ、基 持っていない。」と言い訳をし、地震調査研究推

本ケースで1.8倍になったといいます。それでも、 進本部（文部科学相が本部長）による全国を概観

「基準地震動を超えなかった」ことから、原子力規 した地震動予測地図では、松田式を用いた地震

制委員会は7月13日の本会議で「大飯原発の基準 規模による「修正レシピ」が使われているにもかか

地震動を見直す必要はない」との結論を一旦は下 わらず、これを無視したのです。

しました。 「結論」を白紙に戻し、追加計算ないまま同じ結論

「基準地震動見直さず」の結論に島崎氏が反撃 さすがに、規制委もこのままで済ますわけに行

しかし、その夕方には、規制庁による入倉式を使 かず、7月20日の本会議では、規制庁の「説明不

った基本ケースの地震動計算が関西電力の６割程 足」を責め立て、一旦下した「結論」を白紙に戻

度に小さいことが発覚し、これを関西電力と同じ条 し、1週間後に改めて規制庁に検討結果を説明さ

件に直せば、武村式では基本ケースでも基準地震 せ、推本の修正レシピなど他の方法の評価も含

動を超え、不確実さを考慮すれば大飯３・４号の めて検討することにしたのです。

1,260ガルのクリフエッジ（炉心溶融へ至るギリギリ ところが、7月27日の本会議では、推本の修正

の地震動）を超えてしまうことが判明したのです。島 レシピなどによる新たな計算結果もないまま、7月

崎氏は、7月14日付の田中委員長宛の手紙で抗議 13日の本会議での説明を少し詳しくしただけで、

し、再計算を求めました。 同じ「結論」を再び下したのです。原子力ムラだけ

「武村式による試計算には無理があった」と逃げる にしか通用しない「入倉式によるレシピ」で地震動

あわてた規制委は、7月19日に島崎氏との面会 を過小評価し続けるという「結論」を下したので

を急遽設定し、「入倉式を武村式に置換えて関電 す。

と同じやり方で計算するのは、やはり無理だった。 推本の修正レシピで地震動評価をやり直せ！

この結果を科学的に解釈するのは果たして妥当な 国民の面前で披露されたドタバタ劇は、「世界

のか」と試計算の信頼性を否定しにかかったので 最高水準の規制基準への適合性審査」の実態を

す。田中委員長は「今回は無理をしすぎて、やって つぶさに暴き出しました。１ページ目に述べたと

はいけないことをやった、やらせてしまった。これは おり、推本による修正レシピを用いれば、「無理を

ダメだ」と試計算の意義を否定したのです。他方、 せず」科学的根拠のある地震動評価が行えるの

島崎氏は「断層面積が同じ状況で、地震モーメント です。その結果は、原子力ムラにとって厳しいも

が3倍になるから、ずれの量も3倍になり、応力降下 のです。大飯3・4号、伊方3号、島根2号では、地

量も大きくなるのは当然だ。」と試計算の意義を強 震動がクリフエッジを超えるため、再稼働できなく

調し、「やはり、地震モーメントが正しく推定できて なります。高浜3・4号や川内1・2号では、基準地

いないと過小評価になる、これは非常に明らかに 震動を超えるため、基準地震動の見直しが避けら

なった。過小評価のおそれがあることが明らかにな れません。規制委や規制庁による居直りを許さ

っている入倉・三宅式は使わなくてもいいのではな ず、基準地震動の見直しを強く求め、原発の再稼

いか。地震本部（「修正レシピ」）や中央防災会議 働を阻止しましょう！
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止を勧告も要請もしませんでした。

熊本地震から学ぶべき！

原発の基準地震動の見直しを！

４月１４日の熊本地震の前震は、M6.5のどこでも

起こりうる、ごくありふれた小さな地震でしたが、震度

７の激震を起こし、益城（ましき）町の多くの家屋を倒

壊させました。益城町には地震観測点があり、地表

だけでなく地下でも地震データが記録されました。そ

れはM6.5の直下地震で1,000ガル以上の強い地震

動が起きること、原発の基準地震動が過小評価であ

ることを明らかにしたのです。

私たちは5月12日、原子力規制庁に「2016年熊本

地震を踏まえた川内原発の基準地震動に関する公

開質問状」（5月24日現在８６団体、７７７個人が賛同）を

提出し、5月23日の原子力規制庁（職員2名）との話

合いの場で口頭回答を受けました。

原子力規制庁は、私たちの主張を、事実として認

めざるを得ず、知見の一つとして検討するとしました。

①熊本地震のM6.5の地震(前震)で1,000ガル超（は

ぎとり波換算）の地震動が起きた可能性がある。

②益城観測点の地下地震観測記録が川内1・2号の

基準地震動を超えた可能性がある。

③地震動評価手法の一つである耐専スペクトルが大

幅な過小評価である可能性がある。

そして、原子力規制庁は、「熊本地震については

きちんと情報収集をしていく」と弁解し、M6.5の地震

の益城観測点での地震観測記録を「震源を特定せ

ず策定する地震動」に組み入れることについても「ま

さに今調査をやっているところであり、その位置づけ

についても検討していきたい。」と回答しました。

しかし、原子力規制庁は、炉規法上の「法的権限

で認められている範囲内であれば原発を止める権限

はある」としながらも、「現時点で止めましょうというそ

こまでの権限を我々は有していない。」「川内の原発

の直下で同じような地震がもし起これば、仮に1,000

ガルを超えるかも知れないとして、九州電力に停止

命令を出せる権限ではない。」と居直っています。

フクシマを繰り返さないため、手遅れにならないた

め、私たちは、今回の交渉成果を踏まえ、島崎氏の

問題提起と新レシピによる地震動見直しとを絡めて、

川内原発の運転中止と全原発の再稼働中止を原子

力規制委員会に強く求めていきたいと思います。

文科省は「もんじゅ」を延命せず、廃炉にせよ！

原子力規制委員会は昨年11月、「もんじゅ」を安

全に運転する資質がないなどとして日本原子力研究

開発機構に代わる新たな運営主体を示すよう勧告し

ていましたが、文部科学省は半年後も運営主体を示

せず、参議院選挙後の8月に機構の運転管理部門

を切り離して特殊法人化し、「オールジャパン」体制

の運営主体を作ると弁明しました。しかし、機構によ

る最重要機器の点検ミスや数千点の機器の重要度

分類ミスなど目も当てられない安全管理能力のなさ

は旧動燃に始まり、歴史的に形成されたものなので

す。その無気力・無能力の根本原因は、高速増殖

炉の実用化が全く見えず、「もんじゅ」の目的もコロ

コロ変わり、意義を見いだせない仕事に優秀な人材

(後継者)も集まらず、電力・メーカーの「オールジャ

パン」体制そのものが内部崩壊していることにあるの

です。このまま、看板かけ替えの特殊法人で無責任

体制をでっち上げ、「もんじゅ」を強硬運転するような

ことがあれば、重大事故は避けられません。政府内

や与党内からも不信と動揺の声が上がっています。

いまこそ、「もんじゅ」を廃炉にし、再処理・プルトニ

ウム利用路線から撤退すべきです。そして脱原発へ

の道筋をはっきりさせるべきです。

四半世紀を迎えた若狭ネットの活動を踏まえて

私たち若狭ネットは、はや結成２５年を迎えました。

若狭の原発を一日も早く止めていく運動を中心に活

動し続けてきました。特に1995年1月17日の阪神・淡

路大震災を体験したことで「地震と原発」問題をとり

あげ、安全規制当局や関西電力の責任を粘り強く

追及してきました。その成果の一つが今回の島崎氏

の問題提起につながったことは喜ばしいことです。

９月４日には、若狭ネット結成25周年特別企画を

もちます。これまでの25年とこれからの見通しについ

て、皆さんと共に話し合いたいと思います。ぜひ、ご

参加下さい。


